
　殿

から まで

円

円

間

接

コ

ス

ト

円

円

※受託事業の場合は「研究」を「事業」に読み替えてください。

合計

愛媛大学では、申込者との合意のもと、研究者の貢献度合いに応じて「学術貢献費（知の対価）」を研究費に計上す
ることを推奨しています。研究者の有する「知」の価値づけは、文部科学省、経済産業省の「産学官連携による共同
研究強化のためのガイドライン【追補版】」で推奨されたものです。計上された学術貢献費は、研究者の処遇改善
や、研究に専念できる環境の整備等に充てられます。算定方法は、次のいずれか低い額となります。
①研究者の年間給与額に、当該研究プロジェクトに充てる年間エフォート率を乗じて算定した額
　※給与額の精査により、算定額が変更となる場合は直接経費と調整することがあります。
②申込者があらかじめ定める上限額

8.設備の提供

 12.本研究の研究分野

 13.備考

E-mail

間接経費

所属部課等 担当者氏名

TEL FAX

受　託　研　究　等　申　込　書

下記のとおり受託研究等の申込みをします。

記

 1.研究題目

 2.研究目的

 3.研究内容

国立大学法人愛媛大学

学　　長

所 在 地

名 称

役職・氏名

（申込者）

 4.研究期間（予定）

 6.研究組織

区分 氏名 所属部局 職名

 5.研究実施場所

0

直接経費

直
接
コ
ス
ト

学術貢献費
（知の対価） 7.研究に要する経費

（消費税及び地方消費税含
む）

 11.申込者の事業規模

 9.申込者の事務担当者

郵便番号
〒

都道府県 市区町村等

プルダウンから選択してください

プルダウンから選択してください

 10.申込者の主な事業内容

令和　　年　　月　　日

直接経費については、別紙内訳もご記入・ご提出ください。

設　備

名称 規格 数量

学術貢献費を計上する場合は、①または②のいずれかを選択してください。

直接コスト× 30％、
(ただし直接コストが30万円未満の場合は原則一律9万円となります)

プルダウンから選択してください

0

①で計上 ②で計上



別　紙

【直接経費の内訳】

経費区分 金額（円） 備　　　考

物品費
　設備備品費
　消耗品費

小計 0

人件費・謝金
　人件費
　謝金

小計 0

旅　費
　国内旅費
　外国旅費

小計 0

その他
　外注費
　印刷製本費
　会議費
　通信運搬費
　その他

小計 0
合　　計 0

委託元が
ある場合

直接経費の内訳

※ 経費区分名は適宜修正していただいて構いません。
※ すべて消費税を含む額でご記入ください。
※ 内訳が未確定の場合は、現時点での見込みに基づいてご記入ください。
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※受託事業の場合は「研究」を「事業」に読み替えてください。

令和　　年　　月　　日

名 称 ▲▲株式会社

役職・氏名 代表取締役社長・□□

受　託　研　究　等　申　込　書

下記のとおり受託研究等の申込みをします。

国立大学法人愛媛大学

学　　長

（申込者）

所 在 地 愛媛県松山市○○町

 4.研究期間（予定） 令和8年4月1日 令和9年3月31日

 5.研究実施場所 愛媛大学理工学研究科機械工学　★★研究室

記

 1.研究題目 ○○○○に関する研究

 2.研究目的 ○○○○の研究開発を行う。

 3.研究内容 ○○○○○○○○○○○○○○○○をする。

 6.研究組織

区分 氏名 所属部局 職名

研究代表者 愛大　太郎 理工学研究科理工学専攻 教授

900,000
直接コスト× 30％、
(ただし直接コストが30万円未満の場合は原則一律9万円となります)

直
接
コ
ス
ト

直接経費 3,000,000 直接経費については、別紙内訳もご記入・ご提出ください。

学術貢献費
（知の対価）

研究担当者 伊予　媛子 農学研究科食料生産学専攻 准教授

四国　三郎

TEL 089-9・・・・ FAX 089-9・・・・

合計 3,900,000

8.設備の提供

設　備

名称 規格 数量

××分析装置 ○○社A-111

 7.研究に要する経費
（消費税及び地方消費税含
む）

2

××記録装置 〇〇社B-999 1

愛媛大学では、申込者との合意のもと、研究者の貢献度合いに応じて「学術貢献費（知の対価）」を研究費に計上す
ることを推奨しています。研究者の有する「知」の価値づけは、文部科学省、経済産業省の「産学官連携による共同
研究強化のためのガイドライン【追補版】」で推奨されたものです。計上された学術貢献費は、研究者の処遇改善
や、研究に専念できる環境の整備等に充てられます。算定方法は、次のいずれか低い額となります。
①研究者の年間給与額に、当該研究プロジェクトに充てる年間エフォート率を乗じて算定した額
　※給与額の精査により、算定額が変更となる場合は直接経費と調整することがあります。
②申込者があらかじめ定める上限額

500,000

学術貢献費を計上する場合は、①または②のいずれかを選択してください。

間接経費

 12.本研究の研究分野 物質・材料 プルダウンから選択してください

 13.備考

E-mail ｋｋｋｋｋ@・・・・ｊｐ

 10.申込者の主な事業内容 製造業 プルダウンから選択してください

 11.申込者の事業規模 中小企業 プルダウンから選択してください

 9.申込者の事務担当者

郵便番号
〒

790-0000 都道府県 愛媛県 市区町村等 松山市○○町

所属部課等 研究開発部総務課 担当者氏名

①で計上 ②で計上



別　紙

【直接経費の内訳】

経費区分 金額（円） 備　　　考

物品費
　設備備品費 500,000
　消耗品費 500,000

小計 1,000,000

人件費・謝金
　人件費 500,000 研究補助員
　謝金 300,000

小計 800,000

旅　費
　国内旅費 300,000
　外国旅費 500,000

小計 800,000

その他
　外注費 200,000
　印刷製本費
　会議費
　通信運搬費 200,000
　その他

小計 400,000
合　　計 3,000,000

直接経費の内訳

※ 経費区分名は適宜修正していただいて構いません。
※ すべて消費税を含む額でご記入ください。
※ 内訳が未確定の場合は、現時点での見込みに基づいてご記入ください。

委託元が
ある場合



「申込者」について

「4．研究期間(予定）」について

「6.研究組織」について

「7.研究に要する経費」について

「9.申込者の事務担当者」について
・契約内容、経費納入などに関する対応窓口となるご担当者様の情報をご記入ください。

・学術貢献費について
愛媛大学では、研究者個人が、大学院などでの修学を出発点とし、その後の研究活動を通じて多大な労力や費用を
投じて蓄積してきた「知」――すなわち、学術的知見・経験・技術・データ・ノウハウ等の無形資産――を、価値創出の
源泉と捉えています。この「知」の貢献に対して正当な対価を明示し、研究者の貢献に応じた処遇や研究環境の整備
を行うことは、持続可能で質の高い産学連携を推進するうえで極めて重要です。
この考え方に基づき、本学では、共同研究・受託研究において、企業等との合意のもと、研究者の貢献度合いに応じ
て「学術貢献費（知の対価）」を研究費に計上することを推奨しています。
計上された学術貢献費は、大学の制度に基づき適切に管理され、研究者の処遇改善や、研究に専念できる環境の
整備等に充てられます。
※研究者の有する「知」の価値づけは、文部科学省、経済産業省の「産学官連携による共同研究強化のためのガイ
ドライン【追補版】」で推奨されたものです。

受託研究等申込書　記入上の注意点

・受託研究契約を締結する契約締結者としてください。異なる場合は、備考欄に契約締結者をご記入ください。

・役職・氏名をご記入ください。

・本申込書を提出いただいた後、学内において受入に係る審査を行います。受入を決定した後、受託研究契約を
締結し、研究期間を確定いたします。

・研究代表者を一番最初にご記入ください。研究担当者がいる場合は、研究代表者の下の欄にご記入ください。

・複数年度にまたがる契約も可能です。

・5名以上研究者がいる場合は行を追加し、ご記入ください。

・間接経費は、直接コストの30%としております。
　ただし直接コストが30万円未満の場合原則一律9万円となります。
　なお、千円未満については切り上げ、切り捨ての処理をしても構いません。

・受託研究契約に基づき、「8．研究に要する経費」に記載された合計金額を、一括して納入いただきます（複数年度
にわたる契約および単年度契約のいずれの場合も同様です）。
　なお、分割納入を希望される場合は、受託研究契約締結前にご相談ください。

・物価高騰を踏まえた経費の適正化について
昨今の物価上昇により、大学全体として、研究に充当できる金額が減少している状況にあります。特に、実験機器や
試薬、研究用消耗品などの価格上昇が顕著であり、これまでと同様の研究活動を維持することが困難になってきて
います。つきましては、研究プロジェクトに必要となる経費を、物価上昇を考慮しつつ、より慎重かつ適切に積算して
いただきますようお願い申し上げます。



「10.申込者の主な事業内容」について

「11.申込者の事業規模」について

業種分類 資本金 従業員

製造業その他 ３億円以下 ３００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

サービス業 ５千万円以下 １００人以下

小売業 ５千万円以下 ５０人以下

「12.本研究の研究分野」について

・文部科学省の統計資料に必要になるため、本研究の研究分野について、一番近いと考えられる分野を　「ライフサ
イエンス」「情報通信」「ナノテクノロジー・材料」「エネルギー」「ものづくり技術」「社会基盤」　「フロンティア」「環境」の
中から、選択してください。　どうしても当てはまらない場合のみ、「その他」を選択してください。（プルダウン）

大企業

中小企業

その他（NPO法人、外郭団体など）

●大企業／中小企業の判断基準（以下に該当する場合は中小企業を選択してください）

（資本金又は従業員数のどちらか一方を満たせば中小企業となる）（連結ではなく、単体で判断）

外国企業

大学法人（国公私立、国外含）

国

独立行政法人

公益財団法人等（「法人税法別表第二」に記載がある法人（ただし、大学は除く）

地方公共団体

外国政府機関

教育、学習支援業
医療、福祉
複合サービス事業

・国の統計資料に必要になるため、申込者の事業規模について、以下のいずれかを選択してください。（プルダウン）

サービス業（他に分類されないもの）
公務（他に分類されるものを除く）

農業、林業 
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業

・国の統計資料に必要になるため、申込者の事業内容について、以下のいずれかを選択してください。（プルダウン）
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